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規

則

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
一
号

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則

(

昭
和
五
十
年
六
月
青
森
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
の
裏
中

｢関
係
書
類
｣

の
次
に

｢
(こ
れ
ら
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記

録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
｡
)
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
五
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対

象

者

訓
練
科

訓
練
期
間

定

数

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

三
沢
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

三
十
五
歳
以

下
の
無
業
者

又
は
不
安
定

就
労
者
で
、

就
職
を
希
望

す
る
者

介
護
福
祉

科

九
月

一
〇
人

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
九
年

九
月
十
一
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
の
二

深
浦
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
の
二

深
浦
町
長
職
務
代
理
者

深
浦
町
助
役

西
�

哲

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
四
番
九
か
ら
六
〇
番
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑮
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑮
の
地

点
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
〇
・
五
八
一
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
四
番
三
地
内
に
設
置
さ
れ
た
国
土
調

査
多
角
点

(

八
五
七
九)

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
三
七
秒
、
東
経
一
四
〇
度
〇
二

分
三
三
秒)

か
ら
六
八
度
〇
二
分
一
一
秒
八
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
一
三
分
四
一
秒
九
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
八
二
度
五
〇
分
二
〇
秒
四
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
一
六
分
二
八
秒
八
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
八
三
度
一
五
分
二
八
秒
九
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
一
六
分
二
八
秒
八
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
八
三
度
一
五
分
四
三
秒
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
八
二
度
四
九
分
四
六
秒
一
八
二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
四
九
分
五
〇
秒
九
四
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
九
〇
度
四
三
分
三
八
秒
一
〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
四
九
分
四
八
秒
六
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
四
三
分
三
九
秒
八
九
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
二
五
分
四
三
秒
五
五
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
一
八
二
度
一
四
分
五
二
秒
四
〇
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
〇
〇
分
三
五
秒
四
三
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
九
、
一
二
二
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年１月21日 金曜日 第2431号 2

家
畜
伝
染

病
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種
類

家
畜
の

種
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患
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、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

結
核
病

牛

患

畜

一

三
戸
郡
階
上
町

平
成

��･

�･
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ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

二

下
北
郡
東
通
村

��･

�･
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ミ
サ
ワ
・
シ
ー
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン

三

代
表
者
の
氏
名

石
井

征
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
深
谷
三
丁
目
九
四
の
一
〇
四
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
三
沢
市
及
び
近
隣
市
町
村
に
住
む
人
に
対
し
て
、
海
を
ベ
ー
ス
に
し
た
環
境
美

化
や
啓
発
、
人
材
育
成
、
国
際
交
流
、
政
策
提
言
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
が
自
信
と
誇

り
を
持
っ
て
住
め
る
地
域
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ル
キ
メ
デ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

山
田

美
津
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
幸
町
三
丁
目
二
〇
の
一
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
民
に
対
し
、
世
代
を
越
え
て
科
学
的
に
楽
し
く
学
べ
る
社
会
教
育
事
業
、

河
川
湖
沼
の
水
質
改
善
な
ど
の
環
境
保
全
を
図
る
事
業
及
び
地
域
活
性
化
の
た
め
の
各
種
事
業
の

企
画
・
運
営
協
力
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
民
の
豊
か
で
充
実
し
た
生
活
及
び
住
み
よ
い
町

と
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
南
部
サ
ポ
ー
ト
ソ
サ
エ
テ
ィ

三

代
表
者
の
氏
名

西
舘

隆

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向
字
佐
野
平
二
五
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
南
部
町
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
青
少
年
や
そ
の
関
係
者
に
対
し
、
青
少
年
の

健
全
育
成
を
図
る
活
動
、
環
境
美
化
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援
す
る
活
動
等
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
青
少
年
の
人
材
育
成
や
、
地
域
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
推
進
青
森
会
議

三

代
表
者
の
氏
名

中
村

年
春

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
古
川
一
丁
目
一
六
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
活
動
を
行
う
個
人
あ
る
い
は
団
体
を
対
象
に
、
市
民
活
動
団
体
の
運

営
を
担
う
人
材
の
育
成
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
な
ど
の
事
業
を
行
い
、

も
っ
て
非
営
利
の
市
民
活
動
団
体
が
発
展
す
る
た
め
の
社
会
的
環
境
の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
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